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（目的）
この規程は、各プロジェクトにおける体制強化、および事業機会の拡大を通じた安定的なプロジェクト運営を目的とする。現場のメンバーが主体的に増員活動を行い、その結果、自身のプロジェクト体制を拡大し、より働きやすく、長期的に安定したチーム環境を構築した際の貢献を正当に評価し、還元するためのものである。

（適用対象者）
すべての社員、個人事業主を対象とする。
インセンティブの受給資格は、その案件に自社の人間として最初に参画したメンバーに限定する。最初から2名以上で参画したプロジェクトは、会社で代表者を指定し、その以降の増員は指定された代表者に支給する。

（支給条件・ルール）
以下のすべての条件を満たした場合に支給対象となる。
参画者は、雇用形態（正社員、ビジネスパートナーなど）を問わず、会社メンバーとしてプロジェクトに参画した者とする。
（1） 対象者が現在所属している、または所属予定のプロジェクトへの増員であること。
（2） 請負契約の自社開発プロジェクト、および社内開発プロジェクトを除く、顧客常駐型または準委任契約のプロジェクトであること。
（3） 増員対象者について、1ヶ月以上の稼働実績があること。

（インセンティブ金額）
インセンティブは、増員1名につき月額20,000円とする。
なお、増員対象者がプロジェクトに継続して稼働する期間中は、継続して支給する。

（支払い方法・時期）
[bookmark: _GoBack]事務手続きの簡略化およびまとまった金額での還元の観点から、人事部門で3ヶ月ごとに集計し、その内容を人事責任者の承認を得たうえで、支給額を確定するものとする。確定したインセンティブは、一括で現金にて支給する。

（留意事項）
本制度は会社の事業戦略に基づき、予告なく変更または廃止されることがある。
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